
 熱海市積立基金条例をここに公布する。 

  平成２９年３月２１日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第１号 

   熱海市積立基金条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項及び第８項の

規定に基づき、基金の設置、管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 基金 地方自治法第２４１条第１項に規定する基金をいう。 

 (2) 積立基金 特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいう。 

 （設置等） 

第３条 積立基金の名称、設置目的、積立額及び処分目的は、別表に定めるとおりとする。 

 （管理） 

第４条 積立基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 積立基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 （運用益金の処理） 

第５条 積立基金の運用から生ずる収益は、その属する会計の毎会計年度の歳入歳出予算に計

上して、その基金に編入し、又はその基金の目的とする事業の経費に充てることができる。 

 （繰替運用等） 

第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定

めて積立基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第７条 積立基金は、別表設置目的の欄に掲げる目的を達成するためであって、かつ、同表処

分目的の欄に掲げる目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

２ 前項の規定による処分をするときは、その属する会計の歳入歳出予算の定めるところによ

る。 



 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （熱海市新庁舎建設基金条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例（以下「旧条例」という。）は、廃止する。 

 (1) 熱海市新庁舎建設基金条例（平成１９年熱海市条例第３号） 

 (2) 熱海市国民健康保険保険給付等支払準備基金条例（昭和３９年熱海市条例第１４号） 

 (3) 熱海市文化振興基金条例（平成７年熱海市条例第２号） 

 (4) 熱海市営住宅敷金管理基金条例（昭和４５年熱海市条例第３号） 

 (5) 熱海市観光振興基金条例（昭和４６年熱海市条例第１７号） 

 (6) 熱海市財政調整基金条例（昭和５５年熱海市条例第１３号） 

 (7) 熱海市減債基金条例（平成２年熱海市条例第８号） 

 (8) 熱海市環境衛生施設等整備基金条例（平成２年熱海市条例第７号） 

 (9) 熱海市交通遺児福祉事業基金条例（平成元年熱海市条例第４号） 

(10)熱海市地域福祉基金条例（平成４年熱海市条例第２号） 

 (11)熱海市水道施設整備基金条例（平成２年熱海市条例第２号） 

(12)熱海市職員退職手当基金条例（昭和５２年熱海市条例第２６号） 

 (13)熱海市介護保険給付費準備基金条例（平成１３年熱海市条例第５号） 

 （旧条例による基金に属する現金等の引継ぎ） 

３ この条例の施行の際、次の表の左欄に掲げる旧条例による同表の中欄に掲げる基金に属し

ていた現金、有価証券その他の財産（以下「現金等」という。）は、同表の右欄に掲げるこの

条例による基金に属する現金等として引き継ぐものとする。 

旧条例 旧基金 新基金 

熱海市国民健康保険保険給

付等支払準備基金条例 

熱海市国民健康保険保険給

付等支払準備基金 

熱海市国民健康保険給付等

支払準備基金 

熱海市文化振興基金条例 熱海市文化振興基金 熱海市文化振興基金 

熱海市営住宅敷金管理基金 熱海市営住宅敷金管理基金 熱海市営住宅敷金管理基金 



条例 

熱海市観光振興基金条例 熱海市観光振興基金 熱海市観光振興基金 

熱海市財政調整基金条例 熱海市財政調整基金 熱海市財政調整基金 

熱海市減債基金条例 熱海市減債基金 熱海市減債基金 

熱海市環境衛生施設等整備

基金条例 

熱海市環境衛生施設等整備

基金 

熱海市環境衛生施設等整備

基金 

熱海市交通遺児福祉事業基

金条例 

熱海市交通遺児福祉事業基

金 

熱海市交通遺児福祉事業基

金 

熱海市地域福祉基金条例 熱海市地域福祉基金 熱海市地域福祉基金 

熱海市職員退職手当基金条

例 

熱海市職員退職手当基金 熱海市職員退職手当基金 

熱海市介護保険給付費準備

基金条例 

熱海市介護保険給付費準備

基金 

熱海市介護保険給付費準備

基金 

 （熱海市営住宅条例の一部改正） 

４ 熱海市営住宅条例（平成９年熱海市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第１９条第１項中「熱海市営住宅敷金管理基金条例（昭和４５年熱海市条例第３号）」を「熱

海市積立基金条例（平成２９年熱海市条例第 号）」に改め、同条第２項を削る。 

別表（第３条関係） 

  積立基金 

名称 設置目的 積立額 処分目的 

熱 海 市

財 政 調

整 基 金 

年度間における財源調整

を行うことにより、市財

政の健全な運営に資する

ための資金に充てるため

１ 一般会計歳入歳出予

算で定める額 

２ 毎会計年度において

一般会計の歳入歳出の

決算上生じた剰余金か

ら当該年度の翌年度に

繰り越した歳出予算の

財源に充てるべき金額

を控除した額の２分の

１を下らない額 

１ 経済事情の著しい変

動等により財源が著し

く不足する場合におい

て、当該不足額を埋め

るための財源に充てる

ため 

２ 災害により生じた経

費の財源又は災害によ

り生じた減収を埋める

ための財源に充てるた

め 

３ 緊急に実施すること

が必要となった大規模



な土木その他の建設事

業の経費その他必要や

むを得ない理由により

生じた経費の財源に充

てるため 

４ 長期にわたる財源の

育成のためにする財産

の取得等のための経費

の財源に充てるため 

熱 海 市

減 債 基

金 

市債の償還の資金に充て

ることにより、市財政の

健全な運営に資するため

の資金に充てるため 

一般会計歳入歳出予算で

定める額 

１ 経済事情の変動等に

より財源が不足する場

合において、市債の償

還の財源に充てるため

２ 市債の償還の額が他

の年度に比べて多額と

なる年度において、市

債の償還の財源に充て

るため 

３ 償還期限を繰り上げ

て行う市債の償還の財

源に充てるため 

４ 市債のうち、地方税

の減収の補てん又は財

源対策のため地方財政

法（昭和２３年法律第

１０９号）第５条の３

第１項に定める協議を

経て発行されたものの

償還の財源に充てるた

め 

熱 海 市

職 員 退

職 手 当

基 金  

熱海市職員（地方自治法

第２０４条第１項に規定

する職員をいう。）の退職

により、退職手当の財源

に不足を生じたときの資

金に充てるため 

１ 毎年４月１日現在で

職員給料月額の合計額

に１，０００分の４５

を乗じて得た額に１２

月を乗じて得た額 

２ 毎会計年度予算に計

上した給与費に不用額

が生ずることが明らか

になったときは、その

範囲内において一般会

職員の非違によることな

く勧奨等を受けて退職し

た職員に支給すべき退職

手当の額が、当該年度著

しく多額であり、かつ、そ

の財源の確保が困難であ

るときに充てるため 



計歳入歳出予算で定め

る額 

熱 海 市

環 境 衛

生 施 設

等 整 備

基 金 

環境衛生施設の整備、管

理及び運営の資金に充て

るため 

一般会計歳入歳出予算で

定める額 

１ ごみ及びし尿処理施

設の整備の財源に充て

るため 

２ 下水道施設の整備、

管理及び運営の財源に

充てるため 

熱 海 市

庁 舎 等

建 設 基

金 

庁舎等（第１庁舎、第２庁

舎、第３庁舎、南熱海支

所、泉支所、消防本部及び

消防署の庁舎、消防署南

熱海出張所並びに消防署

泉分遣所をいう。）を建設

するための資金に充てる

ため 

一般会計歳入歳出予算で

定める額 

設置目的を達成するため

の財源に充てるため 

熱 海 市

国 民 健

康 保 険

給 付 等

支 払 準

備 基 金 

国民健康保険の療養の給

付、療養費及び高額療養

費の支給、高齢者の医療

の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）

の規定による後期高齢者

支援金及び後期高齢者関

係事務費拠出金の納付並

びに介護保険法（平成９

年法律第１２３号）の規

定による介護給付費・地

域支援事業支援納付金の

納付に要する費用の支払

について、天災その他特

別の事情によりその支払

に不足を生じた場合の資

金に充てるため 

１ 国民健康保険事業特

別会計歳入歳出予算で

定める額 

２ 当該年度及びその直

前の２年度において行

った保険給付等に要し

た費用の額（保険給付

等に関し、被保険者が

負担した一部負担金の

額を除く。）の１年度当

たりの平均額の１００

分の２０に相当する額

に達するまで、毎会計

年度において国民健康

保険事業特別会計の歳

入歳出の決算上生じた

剰余金から、その平均

年額の１００分の２以

上に相当する額（剰余

金がその平均年額の

１００分の２に達しな

いときは、その全額）

１ 医療費等が急激に上

昇し、その支払いに不

足を生じたときに充て

るため 

２ 災害により、財源に

不足を生じたときに充

てるため 

３ その他市長が特に必

要と認めるときに充て

るため 

熱 海 市

営 住 宅

市営住宅の入居者の共同

の利便となる施設の建設

一般会計歳入歳出予算で

定める額 

設置目的を達成するため

の財源に充てるため 



敷 金 管

理 基 金 

又は管理に要する経費の

資金に充てるため 

熱 海 市

観 光 振

興 基 金 

観光都市としてふさわし

い観光施設の整備及び観

光施策の推進を図る資金

に充てるため 

一般会計歳入歳出予算で

定める額 

設置目的を達成するため

の財源に充てるため 

熱 海 市

地 域 福

祉 基 金 

高齢者、障害者及び児童

の福祉の向上を目的とす

る地域福祉事業の資金に

充てるため 

一般会計歳入歳出予算で

定める額 

設置目的を達成するため

の財源に充てるため 

熱 海 市

介 護 保

険 給 付

費 準 備

基 金 

介護保険事業の運営期間

における財政収支の均衡

を図るとともに、介護保

険財政の健全な運営の資

金に充てるため 

１ 介護保険事業特別会

計歳入歳出予算で定め

る額 

２ 毎会計年度において

介護保険事業特別会計

の歳入歳出の決算上生

じた剰余金（保険給付

費等に見合う介護保険

事業歳入歳出の決算剰

余金）が生じた場合の

その額 

介護保険事業に要する経

費（介護保険の事務に要

する経費を除く。）に充て

るため 

熱 海 市

交 通 遺

児 福 祉

事 業 基

金 

交通遺児の福祉の向上に

資するための資金に充て

るため 

１ 一般会計歳入歳出予

算で定める額 

２ 毎会計年度において

交通遺児福祉事業に対

する寄附金が収入され

た場合のその額 

設置目的を達成するため

の財源に充てるため 

熱 海 市

文 化 振

興 基 金 

文化の香り高いまちづく

りに資するための文化財

団の設立並びに文化施設

の整備及び維持管理に要

する資金に充てるため 

一般会計歳入歳出予算で

定める額 

設置目的を達成するため

の財源に充てるため 

 

 

 

 

 


